
被爆者援護の申請・届出の

際は、「本人確認」等に

ご協力ください。 

 

         
  

広島市 健康福祉局 原爆被害対策部 援護課 082－504－2193、2194、2195 

中区 厚生部 
地域支えあい課 082－504－2528 

東区 厚生部 
地域支えあい課 082－568－7729 

南区 厚生部 
地域支えあい課 082－250－4108 

西区 厚生部 
地域支えあい課 082－294－6235 

安佐南区 厚生部 
地域支えあい課 082－831－4942 

安佐北区 厚生部 
地域支えあい課 082－819－0586 

安芸区 厚生部 
地域支えあい課 082－821－2809 

佐伯区 厚生部 
地域支えあい課 082－943－9731 

東区 温品出張所 082－２８９－2００0 安佐南区 佐東出張所 082－877－1311 

安佐南区 祇園出張所 082－８７４－３３１１ 安佐南区 沼田出張所 082－848－1111 

安佐北区 白木出張所 082－8２８－１２１１ 安佐北区 高陽出張所 082－842－1121 

安佐北区 安佐出張所 082－835－１1１１ 安芸区 中野出張所 082－８９３－２１２１ 

安芸区 阿戸出張所 ０８２－８５６－０２１１ 安芸区 矢野出張所 ０８２－８８８－１１１２ 

佐伯区 湯来出張所 ０８２９－８３－０１１１   

 申請手続には、『本人確認書類』 が必要です！ 

窓口に、裏面「申請時の確認書類」を必ず持参してください。 

     被爆者ご本人や法定代理人以外の方が申請手続＊を 

される場合には、『本人確認書類』のほか、 

ご本人からの『委任状』 を必ず持参してください！  
＊ 窓口での申請書の記載 

＊ 申請手続後に発行される証明書や通知の受領や送付先変更 など 

郵送＊での申請も可能です！（被爆者健康手帳交付申請を除く） 

裏面「申請時の確認書類」を必ず同封してください。 
 

＊ 郵送申請の場合は、郵便物が申請窓口に届いた日が受理日となります。 
（書類に不備がない場合） 

https:// www.city.hiroshima.lg.jp/ 1003066    🔍 検 索 
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